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開    会 

 

○日比野会長 それでは、ただいまから電波監理審議会を開会いたします。 

 新型コロナウイルス感染症対策につきましては、引き続き感染防止策の徹底

を図っていくこととされておりますことから、本日の５月期定例会議は、電波

監理審議会決定第６号第５項のただし書に基づいて、委員全員がウェブによる

参加とさせていただきました。 

 本日の議題は、お手元の資料のとおり、諮問事項２件、報告事項１件となっ

ております。 

 それでは、諮問事項の審議に入りますので、総合通信基盤局の職員に入室す

るよう連絡をお願いいたします。 

（総合通信基盤局職員入室） 

 

諮問事項（総合通信基盤局） 

 

（１）２.３ＧＨｚ帯における第５世代移動通信システムの普及のための特定

基地局の開設計画の認定 

（諮問第１３号） 

 

○日比野会長 それでは、審議を開始いたします。 

 諮問第１３号、２.３ＧＨｚ帯における第５世代移動通信システムの普及の

ための特定基地局の開設計画の認定について、田中移動通信企画官から説明を

お願いいたします。 

○田中移動通信企画官 移動通信企画官、田中でございます。よろしくお願い
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いたします。 

 右上、諮問第１３号説明資料を御覧ください。２.３ＧＨｚ帯における第５世

代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設計画の認定についてでご

ざいます。 

 本件に関しましては、去る２月２日の電波監理審議会におきまして、２.３Ｇ

Ｈｚ帯における第５世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に

関する指針の制定について諮問させていただきまして、御審議いただきまして、

原案を適当とする旨の答申を受けたところでございます。 

 これに基づきまして、総務省では、開設指針を２月２８日に告示いたしまし

て、同日２月２８日から３月３１日までの間、開設計画の認定の申請を受け付

けましたところ、今般、ＫＤＤＩ株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社から

の申請がございました。この２社につきましては、地域ごとに連携する者とし

て申請がございましたので、これらの申請につきましては、１の申請とみなす

ものでございます。この申請につきましては、その１者の開設計画が、電波の

公平かつ能率的な利用の確保をする上で適切であると認められていることから、

この開設計画の認定について諮問を行おうとするものでございます。 

 資料は、２枚めくっていただきまして、３ページ目を御覧ください。２,３３

０から２,３７０ＭＨｚの４０ＭＨｚ幅につきましては、現在、放送事業者がF

ield Pick-up Unit、素材電送用の無線局として使っているわけですけれども、

これを令和２年電波法改正により可能となりましたダイナミック周波数共用方

式ということで、放送事業者及び２,３００ＭＨｚから２,４００ＭＨｚまでの

公共業務用の無線局で使っていない場所、時間帯で動的に周波数を共用する方

式で割り当てようと思っております。 

 それで、資料を１枚めくってください。４ページ目でございます。冒頭申し

上げましたけれども、２月２８日から３月３１日までの間、開設計画認定申請
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を受け付けましたところ、ＫＤＤＩ株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社よ

り申請があったものでございます。 

 その申請内容は、次の５ページ目でございます。サービス開始時期は令和５

年度の下半期から、特定基地局の設備投資額につきましては約３２４億円、全

国の特定基地局数としましては、全国で８,３０１局でございます。そのうち、

過疎地、辺地などの条件不利地域での特定基地局が８,３０１局ということで、

全ての特定基地局を条件不利地域で設置するという計画になってございます。

その内訳でございますけれども、現に５Ｇ基地局の整備が全国平均以下の３２

の道県で８,１６０局ということで、総整備局のうちの約９８％がこちらの３

２の道県で設置される計画になっています。平均以上のうち東京都及び大阪府

を除く１３の府県には１２１局、大幅に上回る東京都及び大阪府では２０局の

設置の計画になってございます。 

 次に、ＳＡ構成の割合ですけれども、１００％でございます。 

 特定基地局開設料につきましては、標準的な金額を年額４８億円と設定し、

絶対審査基準のクリアにつきましては年額２４億円以上と設定しておりました

けれども、今回ＫＤＤＩ／沖縄セルラー電話からは、年額６０億円の提示がな

されております。面積カバー率につきましては、１.０４％でございます。 

 なお、公共業務用無線局の使用状況によって、４０ＭＨｚ幅を使えるときと

２０ＭＨｚ幅しか使えないときがございますけれども、こちらの電波を停波す

ることなく帯域幅を切り替えることができる技術を開発し、及び導入する計画

につきましては、令和８年度までにこの機能を開発導入するという計画になっ

ております。 

 また、この技術の国際標準化に関しましては、技術開発をした場合には令和

８年度までに国際標準化提案を実施するという内容でございました。 

 続きまして、資料６ページを御覧ください。審査方法でございますが、今回
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は１者だけの申請でございましたので、絶対審査基準に適合しているかどうか

で判断し、比較審査については行わないこととなります。 

 この絶対審査基準につきましては、次の７ページに掲げております、全部で

１６項目の基準がございます。こちらに対する適合性につきましては、資料の

８ページ目に書かせていただいておりまして、いずれも、開設計画に書かれた

内容につきましては、絶対審査基準の各項目に適合していると認められます。 

 ９ページ目になりますけれども、以上から、今回２,３３０から２,３７０Ｍ

Ｈｚのこの周波数に関しましては、ＫＤＤＩ株式会社及び沖縄セルラー電話株

式会社に認定を行おうとしております。なお、その際には、５Ｇの割当ては今

回で３回目でございますので、これまでの５Ｇの開設計画認定のときに付した

条件に加え、今回令和２年度電波法改正により可能となりましたダイナミック

周波数共用方式による共用でございますので、項目とすれば８項目となります

ダイナミック周波数共用管理システムを活用した混信対策を行い、動的な周波

数共有を図ること及び、９項目でございますが、ダイナミック周波数共用に伴

う電波停波の際に、携帯電話サービスを維持することという全１０の条件を付

与した上で、開設計画の認定を行おうと考えております。 

 なお、この後の資料につきましては、これまで電波監理審議会の御審議のと

きにつけた資料を再掲させていただいております。 

 また、１９ページ目以降は、ＫＤＤＩ／沖縄セルラー電話株式会社が出して

きた開設計画認定に係る審査結果の詳細について書かせていただいております

が、時間の都合上、この場での説明は割愛させていただきます。 

 私からは以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○日比野会長 田中企画官、御説明をありがとうございました。 

 それでは、本件につきまして、御質問、御意見等ございますでしょうか。 

 それでは、笹瀬代理、いかがでしょうか。 
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○笹瀬代理 笹瀬です。これでいいと思います。 

 １点だけ、今、最後にあった付記条件をつけられていますよね。８番、９番、

ページでいうと９ページ目ですか。これに関しては、その周波数共用を図るこ

と、それから携帯のサービスを維持すること、これは付与する条件なんですけ

れども、これに関しては、開設した後に、ウォッチというか、その結果、例え

ば何か問題が起こったとか、もしくはこれに対してどう対応されたかというよ

うな追跡に関しては、どこかで行うようになっているのでしょうか。 

○田中移動通信企画官 笹瀬先生、ありがとうございます。開設計画の認定後、

認定開設者から毎四半期ごとに、３か月に一遍、この開設計画の実施状況につ

きまして総務省のほうで報告を受けておりまして、公表もしてございますので、

その際にどういうことが行われたかという報告を受けます。 

○笹瀬代理 分かりました。もともとかなり前もってスケジュールが分かって

いるものに関しては動的な割当ては簡単だと思うんですけれども、緊急の場合

とか、イベントが起こった場合に関してはぜひデータベース化というか、事例

集として集めておいたほうが、こういうダイナミック周波数共用システムを今

後広げていく場合に役立つと思うので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○田中移動通信企画官 笹瀬代理、ありがとうございます。まさに今回が、令

和２年電波法改正によりまして、ダイナミック周波数共用方式による共用とい

うのが可能となって最初の携帯電話事業としての割当てでございまして、まさ

に今回の割当てでうまく使えるかどうかというのが、今後のダイナミック周波

数共用方式による割当ての試金石となるものでございます。ということで、本

邦でも初なんですけれども、それを今後に生かすためにも、笹瀬先生の言われ

たことを十分踏まえて、運用を進めていきたいと思います。ありがとうござい

ます。 
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○日比野会長 よろしいでしょうか。 

 それでは、長田委員、いかがですか。 

○長田委員 ありがとうございます。今回の諮問に関しては、賛成させていた

だきます。 

 ただ、このなかなか難しいチャレンジをＫＤＤＩさんにやっていただくわけ

ですので、総務省のほうもいろいろ目配りをしていっていただきたいなという

ことと、あと、条件不利地域にたくさんの局を設置していただき、整備してい

ただけるということなので、その地域のニーズに合わせたサービスをぜひ提供

していただければと思っています。 

 以上です。 

○田中移動通信企画官 ありがとうございます。長田先生がおっしゃるとおり、

かなり挑戦的な計画を出していただいたと思います。今回の計画も、条件不利

地域に置くということで、放送事業者のＦＰＵが逆に都市部を中心として利用

されていることが多いので、電波の有効利用、能率的な利用という観点からす

ると、むしろ望ましい結果に至ったんだと思います。会社のほうも、それぞれ

のニーズ、地域のニーズに応じて、この２.３ＧＨｚ帯というのをうまく活用し

ていって、できる限り多くの皆さんが５Ｇを使えるようにするということでご

ざいますので、私どもは期待しながら、今後、管理・監督を進めていきたいと

思います。ありがとうございます。 

○日比野会長 よろしいでしょうか。 

 それでは、林委員、いかがですか。 

○林委員 この認定結果については、これで結構かと存じます。その上で一言

だけ申し上げます。 

 当初の想定と異なって、今般、結果的に１者申請にとどまった、この理由を

精査していただいて、可能な限り申請の競争性を担保して、競願審査となるよ
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うに、今後の開設計画の策定に当たって一層の政策上の工夫を施すように留意

されたく、その旨お願いいたします。 

 以上です。 

○田中移動通信企画官 林先生、ありがとうございます。私どもは、今回のダ

イナミック周波数共用方式をこの帯域で導入するに当たっては、携帯電話事業

者を含めて、関係事業者との間でも密に連絡を取り合いながら行ってきており

ますし、彼らの意向も十分酌み取ったつもりでおりましたけれども、結果的に

１者しか申請がなかったというのは事実でございます。今後も関係事業者の御

意見をいただきながら、競争性を確保した上での割当てができるように努めて

まいりたいと思いますので、今後とも御指導、御鞭撻いただければと存じます。

ありがとうございます。 

○日比野会長 よろしいでしょうか。 

 それでは次に、矢嶋委員、いかがですか。 

○矢嶋委員 私も、今回の諮問事項については賛成いたします。 

 先ほど笹瀬委員からも御指摘ありましたとおり、今後のウォッチというか、

しっかりと進捗状況を確認していくことが大変重要だと感じております。特に

事業者さんのヒアリングをした結果としては、時代の流れというか、技術の開

発の在り方、それからマーケットの需要とか、様々なことを踏まえながら、手

探りで進んでいく部分も多くあろうと感じましたので、３か月に一度報告をい

ただけるということですけれども、そちらを審議会のほうでも共有させていた

だきながら、適切にこの事業計画が進むことを期待したいと思います。 

 以上です。 

○田中移動通信企画官 矢嶋先生、ありがとうございます。まさに技術革新の

速い分野ということでございまして、ダイナミック周波数共用方式による共用

も携帯電話で最初にやれるかということでございます。先生のおっしゃるとお
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り、今回の認定事業者も、あるいは共用相手である放送事業者のほうも、いろ

いろ悩みながら運用していくことになると思いますので、それらの悩みもお聞

きしながら適切に運営できるように、私どももある意味、単なる指導ではなく

て、寄り添いながら、うまく運用できるように努めてまいりたいと思いますの

で、今後ともきちんと見て、私どもも適切に行っていく所存でございますし、

適時適切に電波監理審議会にも御報告できる機会があればなと考えております

ので、今後ともどうぞ御指導、御鞭撻をよろしくお願いします。 

 以上です。 

○日比野会長 よろしいでしょうか。それでは最後に私からですけれども、委

員の皆さんも御指摘のことです。まずは、比較審査基準も準備したにもかかわ

らず、１者申請に終わったのには、いろいろな事情があろうと思います。各社

の周波数利用に関する戦略があってのことでしょうし、あるいは昨今の世界情

勢とか経営状況を踏まえてのことだと思いますので、１者申請になりましたけ

れども、今回の諮問結果についてはもちろん賛成でございます。ただし、１者

申請になったことについてはしっかりと分析を行って、改善すべき点があれば、

これはぜひ改善していくということが重要だろうと思います。 

 御説明のとおり、これは電波のダイナミック周波数共用技術を通じた、我が

国における電波の有効利用を促進していく上で、大変重要な試金石です。いろ

いろなハードルがあるんだろうとは思いますけれども、田中さんは寄り添う形

でとおっしゃいましたが、ぜひとも実運用の成功に弾みをつけて、デジタル田

園都市国家構想とか、あるいはＳｏｃｉｅｔｙ ５.０の実現に向けたインフ

ラ構築をさらに加速していく必要があろうと思います。ぜひ、その辺り総務省

側でもしっかりとご尽力いただければと思います。 

 以上です。 

○田中移動通信企画官 日比野会長、ありがとうございます。結果的には１者
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申請になってしまいましたが、今後も、できるだけ競争性を確保した上で申請

が行われるように、さらにまた公平・透明な行政運営もなされるように努めて

まいりますし、今後２０２５年度までに５Ｇの周波数として、さらに、今回の

周波数の割当てを含めてですけれども、６ＧＨｚ幅の割当てをしたいと周波数

再編アクションプランでも書かせていただいております。その際には、今回の

ダイナミック周波数共用方式による割当てというのも極めて重要なファクター

となりますので、今回最初の事例がうまく成功に導けて、今後の新たな周波数

の割当てに弾みがつくように努めてまいりたいと思いますので、今後も電波監

理審議会の先生方の御指導、御鞭撻をいただければと存じます。ありがとうご

ざいます。 

○日比野会長 ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。委員の先生方、特にそれ以外、よろしゅうございます

か。 

 それでは、諮問第１３号は、諮問のとおり認定することが適当である旨の答

申を行いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

○林委員 賛同いたします。 

○笹瀬代理 賛同いたします。 

○長田委員 お願いします。 

○矢嶋委員 賛同いたします。 

○日比野会長 それでは、原案どおり決することといたします。ありがとうご

ざいました。 

 

諮問事項（総合通信基盤局） 

 

（２）令和３年度携帯電話及び全国ＢＷＡに係る電波の利用状況調査の評価結



-10- 

果（案） 

（諮問第１４号） 

 

○日比野会長 それでは続きまして、諮問第１４号、令和３年度携帯電話及び

全国ＢＷＡに係る電波の利用状況調査の評価結果（案）につきまして、こちら

も田中移動通信企画官から説明をお願いいたします。 

○田中移動通信企画官 引き続き、よろしくお願いいたします。資料、第１４

号説明資料を御覧ください。令和３年度携帯電話及び全国ＢＷＡに係る電波の

利用状況調査の評価結果の案について御説明いたします。 

 この諮問が行われた後に、報告事項でございますけれども、電波の有効利用

につきましては、基本的には２年に一遍、利用状況の調査を行っているわけで

すが、携帯電話及び全国ＢＷＡの周波数帯につきましては、技術革新のスピー

ドが速いということと、無線局の増加に伴う周波数に対する需要の変化が激し

いという２つの理由から、２年に一度ではなく、毎年、１年に一度調査を行い、

調査の評価を行うということとする改正を、平成２９年に行いまして、今回、

平成３０年度、平成３１年度、令和２年度、令和３年度ということで、４回目

となるものでございます。 

 資料１ページ目の２のところに書いておりますけれども、調査の対象としま

しては、携帯電話事業者、具体的にはＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ／沖縄セルラー

電話、ソフトバンク、楽天モバイルとともに、全国ＢＷＡ事業者であるＵＱコ

ミュニケーション、Wireless City Planning、この者の利用状況について調査

し、評価を行ったものとなります。 

 資料３ページ目を御覧ください。移動システムの現状でございますけれども、

契約数につきましては、我が国人口は約１億２,６６５万人でございますけれ

ども、それをはるかに上回る１億９,４４４万でございます。また、トラヒック
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につきましても、月間平均トラヒック、１契約当たり平均トラヒックで見まし

ても、対前年比で１.２倍となっておりまして、右肩上がりで上がっている状況

でございます。今後、５Ｇの普及につれて、さらなる需要増大が見込まれるも

のでございます。 

 資料４ページ目でございます。１年に一度、この調査と評価を行っておりま

す。総務省が、対象となる免許人に調査票の回答を依頼し、その回答を得て、

ヒアリングを踏まえた上で行っております。 

 なお、今回の評価結果の案につきましては、既にパブリックコメントを実施

し、そのパブリックコメントで出された意見のうち、修正すべき箇所について

は修正を施した上で、今回の諮問に至っております。 

 資料５ページ目を御覧ください。具体的な評価をどうしているかでございま

すけれども、下の囲みの①のところですが、各周波数帯におきまして、２つの

評価指標で評価・公表しております。まず１つ目は、カバレッジということで

ございまして、基地局の数、人口カバー率、面積カバー率がいかほどかという

ことで、その利用可能性の観点からの評価。さらに、このカバレッジの評価を

踏まえた上で、２.の通信速度向上等に資する技術の導入度合いということで

ございます。これは各周波数帯ごとに評価を行っております。 

 このことに加えて、下の②でございますけれども、複数の周波数帯を横断し

た７つの評価項目ということでございまして、②の１.から７.までの評価を行

っております。５.のところで赤字で書かせていただいておりますけれども、周

波数帯別のトラヒック状況、こちらにつきましては昨年度電波監理審議会のほ

うからも御指摘いただいておりましたが、今回初めて周波数帯別のトラヒック

状況についても調査することができました。 

 資料を１枚めくってください。６ページ目でございます。それでは、具体的

に各周波数帯別の評価でございますけれども、周波数別の評価のうち１.のカ



-12- 

バレッジですが、このカバレッジにつきましては２つのことをやっています。

まず、６ページ目の実績評価ということでございますが、これは周波数帯ごと

に複数の免許人が割り当てられておりますので、その平均値を取りまして、そ

の平均値からどれほど上回っているのか、下回っているのかということで、一

番最上位の評価をＳ、最下位の評価をＣとして、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃの４段階評価

を行っております。 

 次に、７ページ目を御覧ください。カバレッジのうち進捗評価でございます

が、開設計画の認定を行ったものにつきましては、毎年度の開設計画の目標値

というものが定められておりますので、そことの比較において幾ら上回ってい

るのか、下回っているのかということで、ＳからＣまでの４段階評価を行って

おります。 

 資料は１枚飛んで９ページ目を御覧ください。なお、周波数帯によりまして

は、そもそも開設計画の認定制度の対象外であった８００ＭＨｚ帯とか、ある

いは、もう開設計画の認定期間が過ぎた周波数帯域もございますけれども、こ

ちらにつきましては９ページにありますように、自己の対前年度評価を行いま

して、最上位をＡ＋、最下位をＣという評価で、Ａ＋、Ａ、Ｂ、Ｃの４段階評価

を行っております。 

 資料１０ページ目を御覧ください。次に、通信速度向上等に資する技術導入

でございますけれども、こちらも１０ページにある実績評価と次の１１ページ

にある進捗評価というものから成っておりまして、キャリアアグリゲーション

を行っているのかどうかとか、あるいはその導入率がいかほどかによりまして、

同じく最上位のＳから最下位のＣまでのＳ、Ａ、Ｂ、Ｃの評価というものを行

っております。 

 ということを全ての周波数帯で行いまして、その結果を取りまとめたのが資

料の１２ページ目となります。例えば、７００ＭＨｚ帯の１.のカバレッジ（実
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績評価）でいくと、ＫＤＤＩ／沖縄セルラーは最上位でＳの評価、ドコモはＡ

の評価、ソフトバンクは下から２番目のＢの評価という見方になります。多く

はＳやＡ＋という最上位の評価かＡの評価でございますので、適切な運用がな

されていると認められますが、ただ、対昨年度で上がったり下がったりしたも

のもございまして、赤枠のところが昨年より高評価となった部分でございます。

青枠の部分が昨年度と比べて低い評価になったというものでございます。最下

位の評価であるＣの評価も幾つかの周波数帯では見られるものでございます。 

 それで、次の１３ページ目でございます。１３ページ目は、各周波数帯ごと

でなくて、複数の周波数帯を横断した７つの評価を行っておりますけれども、

それを取りまとめた全体の概要が書いてあります。 

 横断的評価の１番目のインフラシェアリングの取組につきましては、各免許

人ともに、インフラシェアリングの検討や実際の活用が進められているという

評価をしております。 

 ２番目の混信等の防止、安全・信頼性の確保につきましては、適切な電波利

用が行われていると認められるという評価をしております。 

 ３番目のトラヒックにつきましては、全国トラヒックにつきましては、デー

タトラヒックが昨年度に比べて増大している。あと、３Ｇか４Ｇかというもの

で分けますと、各免許人とも３Ｇから４Ｇへの移行が着実に進められていると

いう評価をしております。 

 ４番目の地域別のトラヒック状況につきましては、人口密度やトラヒック状

況に応じて基地局配置が実施されているということで、適切な電波利用が行わ

れていると認められるという評価をしております。 

 上から５番目は、赤くしておりますけれども、今回初めて実施することが可

能となった周波数帯別トラヒックにつきましては、周波数帯ごとの特性や状況

の相違に応じたトラヒックの分担が実施されて、適切な電波利用を行われてい
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ると認められるという評価をしております。 

 横断的評価の６番目の評価でございます。自ら周波数を割り当てられていな

いＭＶＮＯに対するサービス提供の度合い、ＭＶＮＯ促進への取組に関しまし

ては、携帯電話事業者の２者、具体的にはＮＴＴドコモと楽天モバイルにつき

ましては、開設計画値を下回っているということで、その遅れが解消されるよ

う進捗状況を厳正に確認していくこととしております。また、全国ＢＷＡ事業

者であるＵＱコミュニケーションズやWireless City Planningにおきまして

は、自社グループ内の携帯電話事業者への回線提供が大半を占めているという

ことから、必ずしも多様かつ多数のＭＶＮＯが回線を利用している状況にある

とは言い難いと評価しております。 

 最後の７番目の評価としまして、携帯電話の上空利用につきましては、免許

人間で取組状況に差異がございまして、ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩにつきまして

は、既に商用化局を設置して商用化を始めている。ソフトバンクにつきまして

は、まだ実用化試験局が開設されているのみでありまして、商用化は行われて

いない。楽天モバイルにつきましては、上空利用に伴う実用化試験局及び商用

化局の開設がなされていないということで、免許人の取組にそれぞれ差がある

ということでございます。また、上空利用とともにＩｏＴの取組につきまして

も聞いておりますが、こちらにつきましても、楽天モバイルについては、サー

ビスを開始する前であるというような全体の概観の評価をしております。 

 資料は１４ページ目を御覧ください。まず、周波数帯別の評価のうち、参考

例として３.４ＧＨｚ帯を取り上げております。こちらの帯域は、平成３０年４

月には４Ｇとして割り当てた帯域でございますが、ドコモは４Ｇのまま使って

おります。ソフトバンクにつきましては、開設計画の変更認定を受けておりま

して、５Ｇとしても使っているというものでございます。ドコモとソフトバン

クは、それぞれ開設局数が違いますけれども、平均値を取りまして、そこから
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どれぐらい乖離しているかというので実績評価を見ております。また、人口カ

バー率、面積カバー率も同じでございます。 

 表の右側では、基地局の地域分布ということで、東京都２３区に設置してい

るのか、政令市に設置しているのか、人口２０万人以上の都市である中核市に

設置しているのか、その他地域に設置しているのかというものを見えるように

しております。 

 真ん中の段が、昨年度利用状況調査と令和２年度末開設計画値との比較とい

うことでございまして、ブルーの線が令和２年度の開設計画値でございまして、

ドコモであれば昨年度の計画値よりかなり上回っている、ソフトバンクにつき

ましてはかなり下回っているということでございます。 

 下の通信速度向上等に資する技術導入に関しましては、これは事業者ごとに

書いておりまして、前年度末実績値につきましては、この黒いラインのところ

が昨年度の実績値ということになります。 

 ということで、１５ページ目にその評価を行っているものでございまして、

１.のカバレッジ実績評価につきましては、ドコモはＳ評価であるのに対して、

ソフトバンクはＣの評価でございます。進捗状況につきましては、ドコモは、

基地局数はＡ、人口カバー率はＳなのに対し、ソフトバンクは、基地局数はＢ、

人口カバー率はＣの評価ということです。通信速度向上等については、両者と

もに、実績評価はＳ、進捗状況はＡの評価でございます。ということで、この

帯域でいきますと、ドコモに関しては、より適切な電波利用が行われていると

認められるという評価であるのに対し、ソフトバンクにつきましては、カバレ

ッジに関する開設計画の進捗に遅れが見られるということで、私ども総務省と

しましては、その遅れが解消されるよう、引き続き進捗状況を厳正に確認して

いくと書かせていただいております。 

 ということを周波数帯別にずっとやっています。この場では時間の都合上、
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説明は割愛させていただきたいと存じます。 

 資料は７６ページ目以降の横断的評価まで飛んでいただきたいと存じます。

７７ページ目は、インフラシェアリングの取組状況ということでございまして、

楽天モバイル以外は実際インフラシェアリングを既に実施しているということ

ですけれども、楽天につきましては、今後のインフラシェアリング実施に向け

て具体的に検討中ということでございます。 

 次に、７８ページ目でございます。横断的評価の２番目でございますけれど

も、混信防止、安全・信頼性の確保の調査結果につきましては、各社とも適切

な電波利用が行われていると認められるとしています。 

 横断的評価の３番目の評価は、８０ページ目でございますけれども、トラヒ

ックについてでございまして、８０ページ目が音声トラヒックに関するもので

す。８１ページ目がデータトラヒックに関するものでございます。音声トラヒ

ックのほうを見ていただきますと、上の段の真ん中の３Ｇのところは３者とも

減少していることに対して、４Ｇにつきましては各社とも対前年度で伸びてい

るということで、３Ｇから４Ｇへの移行が進んできていると思われます。 

 また、８０ページ目の左の下のところに、１契約当たりの平均トラヒックと

書かせていただいております。ここでは、伸びている事業者と伸びていない事

業者がありますけれども、楽天につきましては、前年度が無料サポータープロ

グラムということで無料の通信無制限サービスを提供していたことに伴ってか

なり減少しているように見えていますので、こちらにつきましては来年度も継

続的に調査していって、トラヒックの状況はどうであるかということを見てい

かないといけないと思います。 

 ８１ページ目につきましては、データトラヒックでございます。こちらにつ

きましては、各グループとも上がってきております。ただ、３Ｇにつきまして

は終了ということが見えておりますので、下がっているという状況でございま
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す。 

 １契約当たりのトラヒックにつきましては、左下の表に書かせていただいて

おりますけれども、各社ともに上がっているんですが、ただ楽天モバイルにつ

きましては、対前年が無料サポータープログラムの実施時期であったことに鑑

み、大幅に減少しておりますことから、こちらについては継続的に見ていかな

ければいけないと思います。 

 資料８２ページ目を御覧ください。地域別の基地局配置及びトラヒック状況

でございます。こちらにつきましては、東京都２３区の面積が６１８平方キロ

メートルぐらいになりますので、それと同じぐらいの面積で、政令市、中核市、

中核市以外の市で取りまして、きちんと基地局が打たれているのかどうか、具

体的には都市部だけ基地局を打って、地方とか田舎にはあまり基地局を打たな

いような事情があるのかないのかというのを見極めるためのものでございます。

具体的には東京都２３区、大阪市の中心部、沖縄県の那覇市を含めた中心部、

徳島県の徳島市を含めた中心部を取っております。 

 その結果が８３ページ目でございますが、山の高さはそれぞれ違いますが、

形としては同じような波形になりました。０時から６時までの間は就寝してい

るということで徐々に下がっていって、５時、６時がボトムになっていく。そ

こから朝、起床して、通勤通学をしていって徐々に増えていって、１２時台、

正午過ぎにお昼休みということで一つピークの山がある。その後、帰宅時間に

なりまして、夜２２時とか２３時台辺りにさらにもう一ピークが来るという形

で、どこの地域も大体同じような形になりました。 

 また、上から４つ目の丸でございますが、４Ｇ基地局１局当たりの月間総ト

ラヒックにつきましては、一番低いところで徳島県で１,６２４ＧＢ、それに対

し、沖縄で３,３３９ＧＢということでございまして、大体２倍の範囲内に収ま

っております。このことから、人口密度やトラヒックの状況を踏まえて、各地
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域の相違に応じて基地局配置が実施されているということで、適切な電波利用

が行われていると認められるという評価をしております。 

 続きまして、資料８４ページ目を御覧ください。こちらにつきましては、今

回初めて調査することができました周波数帯別のトラヒック状況でございます。

ただ、これは複数の周波数帯を合わせた形で公表しております。具体的には、

各事業者ごとに周波数帯別ごとに公表できればいいのですが、１つの周波数帯

で２人の免許人しかいない周波数帯もございまして、そうしますと、自己の周

波数帯の結果を引きますと他の競争相手のトラヒック状況が見てとれるという

ことを考慮いたしまして、今回は合算しての公表としてございます。 

 続きまして、資料８６ページ目を御覧ください。横断的評価の６番目、電波

の割当てを受けていないＭＶＮＯに対するサービス提供の調査の結果でござい

ます。このうち、携帯電話事業者のドコモと楽天モバイルにつきましては、開

設計画の数値を下回る開放しかできていないということでございますので、私

どもで、当該遅れの解消がなされるよう、引き続き進捗状況を厳正に確認して

まいります。また、右側にあるＵＱコミュニケーションズ、ＷＣＰにつきまし

ては、真ん中のオレンジの帯のＭＮＯであるＭＶＮＯに係るものというところ

の割合が９３.４％、９９.９３％となっておりますけれども、これは同グルー

プに属する携帯電話事業者だけを多く相手にしているということでございまし

て、そこの大半をそこからのトラヒックを処理するために使われているという

ことでございますので、必ずしも多様かつ多数のＭＶＮＯがサービス提供を受

けている状況とは言えないという評価をしております。 

 最後に、横断的評価の７番目の評価でございます。８８ページ目でございま

すが、上空利用とＩｏＴへの取組の調査結果でございます。ドコモとＫＤＤＩ

につきましては、既に商用化が始まっている。ソフトバンクにつきましては、

まだ実用化試験局を開設している状況でございまして、商用化には至っていな
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い。楽天は直近１年間では開設していないということです。また、ＩｏＴサー

ビスにつきましては、ドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンクにつきましては、御覧

のとおり使われておりますが、今後さらに５Ｇの普及が進んでいくにつれて、

局数、利用方法ともに増えていくのではないかと思いますが、楽天につきまし

ては、まだＩｏＴサービス開始前だということでございますので、今後、その

動きは注視してまいりたいと思っております。 

 最後に、資料９０ページ目を御覧ください。今後に向けた主な課題を９１ペ

ージ目に書かせていただいております。４項目を挙げております。 

 まず１つ目、カバレッジの評価方法につきましてでございますが、今回、こ

れまでの３回もそうですけれども、全国でのカバレッジ評価しか行っておりま

せんので、今後は、地方ごとの普及状況についても調査・評価できるよう、検

討を行うことが必要であろうという課題を提示しております。 

 次に、（２）通信速度向上等に資する技術導入の評価方法でございます。今年

度もＵＬ６４ＱＡＭという技術の導入について聞きましたけれども、技術革新

のスピードの速い分野でございますので、技術の普及状況等を注視しながら、

時勢に即した形での技術と評価基準値が用いられるように、引き続き検討を行

うことが課題であろうとしております。 

 次に、（３）トラヒックにつきましては、周波数帯別のトラヒックというもの

を取っていかないといけないであろうということでございます。この際に、免

許人相互でそれぞれ採用している基地局の装置ベンダーというのが異なってい

ることに起因して、トラヒックの取り方というのが変わっております。各種付

加情報の有無に差異がございますので、今回、今後集計していくに当たっては、

この各種付加情報等の有無の影響をどのように補正していくのかというのが今

後引き続き検討を行うべき課題としております。また、５Ｇが普及してまいり

ますと、ＶｏＮＲ、５Ｇを用いた音声伝送についての調査、トラヒックについ
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ての調査・評価を行うことが課題とさせていただいております。 

 最後に（４）その他でございますけれども、インフラシェアリングの活用状

況でございます。こちらにつきましては、グループ内同士、グループ間同士に

つきまして、それぞれ分計できるようにすべきではないかというような課題を

提示させていただいております。 

 なお、資料の９２ページ目以降は、３月２６日から４月２５日までに行いま

した評価結果（案）に対するパブリックコメントに対して提出された意見とそ

れらに対する総務省の考え方を書かせていただいております。この提出された

意見に伴って修正すべき箇所につきましては、この「有」と書いているところ

に修正を施しております。 

 最後となりましたが、訂正の上、おわびでございます。資料の１８４ページ

目を御覧ください。今回、令和３年度調査を行うに当たりまして、免許人との

やり取りによりまして、過年度、これまでに行った調査結果に誤りがあった部

分がございますので、こちらにつきまして、１８４ページ目以降１８９ページ

まで書かせていただいております。訂正の上、おわびをさせていただきます。

大変申し訳ございませんでした。 

 長くなりましたが、私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいた

します。 

○日比野会長 ありがとうございます。 

 それでは、本件につきまして、御意見、御質問等はございますでしょうか。 

○笹瀬代理 笹瀬です。よろしいでしょうか。 

○日比野会長 お願いします。 

○笹瀬代理 田中さん、詳しいご説明ありがとうございます。１点質問ですけ

れども、１２ページ、特に３.４ＧＨｚ帯のところで、１４ページにも詳しい説

明がありますが、図を見ると、ＡＢＣ評価においてＣ評価が特に３.４ＧＨｚの
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ソフトバンクが目立ちます。１４ページをよく見ると、確かに基地局数とか、

それから面積、人口カバー率とかは低いけれども、例えば８個を使ったＭＩＭ

Ｏに関しては、ソフトバンクさんが去年随分頑張っているとか、それからＵＬ

６４ＱＡＭに関しても、ほぼ達成しているように見ることができます。言い方

を換えると、基地局の数は確かに少ないですけれども、かなり５Ｇもしくは４

Ｇ＋５Ｇを狙って、そこに対して投資をしているようにも考えられます。 

 そこでお聞きしたいのは、１４ページの表で、基地局数というのが屋外に限

定されていて、それに対してソフトバンクが随分少ない、５００ぐらいしかな

いと書いてあるんですが、上の表を見ると、カバレッジのところの基地局数を

見ると、ソフトバンクさんは４Ｇと５Ｇとを足したもので、８７局、４４１局、

５２８局とあるということは、これは多分別個に切り分けているとすると、こ

れを足すと１,０００ぐらいあるわけですよね。間違っていますか。 

○田中移動通信企画官 ありがとうございます。特にありません。 

○笹瀬代理 質問は、屋外に限るになっているこの基地局の数と、上側に書い

てある基地局というのは屋外、屋内を含めたものだと思うので、ということは、

言い方を換えると、ソフトバンクさんはかなりの数を屋内向けに造っていると

理解してよろしいんですか。どう見ればいいんですかね。それとも、これは４

Ｇと５Ｇと４Ｇ＋５Ｇが、これは足したのではなくて、累計になっているんで

すか。何か下の表とちょっと合わないので、そこが素朴な質問です。 

 以上です。 

○田中移動通信企画官 そうですね。すみません、説明がちょっと足りなくて、

誠に恐縮でございます。 

 まず、１４ページ目のソフトバンクの基地局数でございますが、４Ｇと５Ｇ

を足し合わせると５２８局ということでございまして、その内訳は、４Ｇとし

て８７局、５Ｇとして４４１局あるという見方でございます。なので、４Ｇと
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５Ｇを足すと５２８局となるというものでございます。 

 この３.４ＧＨｚ帯でございますけれども、今年度の評価はソフトバンクに

とってみるとかなり厳しい評価になっているんですが、昨年度の評価は逆にソ

フトバンクはカバレッジの実績評価はＳの評価を得ていて、逆にドコモはＢの

評価だったということでございます。ということで、今回、昨年度の調査結果

で、ドコモさんがＢという評価を得て、ドコモさんは基地局をかなり整備した

ということで、相対的に今度は逆にソフトバンクのほうの基地局数が少なくな

ってしまったというような形で、今回の評価になっています。 

 ということで、この利用状況調査を行って、評価を行って公表していくとい

う一貫のプロセスは、実際、一般国民の利用者の方々に見ていただくことにな

って、携帯電話事業者にとってみると、それはかなり発奮材料となって、より

その周波数電波を能率的に有効に活用しようという契機になっているのではな

いかと考えております。 

 笹瀬先生、大丈夫ですか。 

○笹瀬代理 分かりました。 

○田中移動通信企画官 今回の評価の一つの課題でもありますけれども、相対

評価を行っていることに起因して、免許人が、自分では最善を尽くしたつもり

なんだけれども、他が大幅に上回る整備を行ったことにより、相対的に低い評

価に見えてしまうという結果が発生するという御批判をいただくことはござい

ます。ということで、次の令和４年度調査以降は、この相対的評価の在り方を

含めて、例えば相対的評価よりは絶対的評価をより行っていくとか、あるいは

もう相対評価をやめてしまうとか、そういったことも考えられるのではないか

と思います。 

○笹瀬代理 分かりました。多分誤解がないようにということだけですので、

例えばその計画に対してどれだけ達成したかとか、もともと基地局の数が計画
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の段階でＡ社、Ｂ社でかなり違う場合は、片や１,０００造って、片や３００と

いう場合に関しては、一生懸命頑張っていても、もともとの達成値が違います

から、そういう面では、これはこれでいいと思うんですけれども、そのヒアリ

ングというんですか、その各キャリアさんがこの表を見て何かコメントなり、

違和感があった場合に対しては、丁寧に対応した方が良いかと思います。 

 ソフトバンクさんは、８ＭＩＭＯを使っていたり、ＵＬ６４ＱＡＭを使って

いたりして、確かに数は少ないかもしれませんが、ドコモは４Ｇしかやってい

ない、ソフトバンクは５Ｇも頑張っていると見れば、ドコモはゼロで、ソフト

バンクは１００ですよね。という見方もできるので、そういう面で言うと、ど

う評価するかは難しいと思いますけれども、なるべく評価の軸を決めた場合に、

それに対して各キャリアさんから意見を聞いていただいて、誤解がないように

したほうがいいと思います。いずれにしても、かなり周波数ごとに区別してい

ていいと思います。ありがとうございました。 

○田中移動通信企画官 笹瀬先生、御指摘いただきましてありがとうございま

す。もちろんパブリックコメントを行っておりますし、パブリックコメント以

外の場面でも、携帯電話事業者、全国ＢＷＡ事業者からも御意見をいただきな

がら、今回の評価指標を作らせていただいております。今後も改善すべき事項

はあろうかと思いますし、パブリックコメントの意見を踏まえて修正したとこ

ろもございますので、今後とも皆様方に、特に、事業者もそうですけれども、

国民利用者の方々から誤解されないような評価をしていくべきだと思いますの

で、今後とも改善に努めたいと思います。ありがとうございます。 

○笹瀬代理 どうもありがとうございました。以上です。 

○日比野会長 ありがとうございます。 

 長田委員はいかがですか。 

○長田委員 電波の有効利用のためにこの調査は大変に大切なものだと思って
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おりますので、いろいろ整理していただいた課題について、今後解決していく

ようになっていけばいいなと思っております。 

 以上です。 

○日比野会長 ありがとうございます。 

 林委員はいかがでしょうか。 

○林委員 ありがとうございます。御説明、ありがとうございました。これも

この諮問自体には異存はございませんけれども、その上で１点だけ教えていた

だければと思います。 

 私もかねがね、周波数の有効利用度合いの可視化という観点から、帯域別の

トラヒックをぜひ測定可能にしていただきたいと思っていましたので、今般、

複数の免許人で丸めた形にはなっておりますけれども、これが実現したという

のは大変結構なことだと思いました。 

 １点教えていただきたいのは、過去、総務省の検討会で帯域別トラヒックの

測定の在り方が論点になったときに、その通信事業者からは、例えばキャリア

アグリゲーションをしている場合に、親回線に全てカウントされて子回線のト

ラヒックがゼロに見えてしまう問題とか、そういったいろいろな技術上の問題

があって、正確に帯域別トラヒックを可視化するのは実務上困難だという意見

を事業者から再三聞かされていましたので、今回これを見たときに、やればで

きるではないかと思ったのが偽らざる感想で、これまでそういった課題とされ

てきた実務上の問題点を今回どのようにして乗り越えられたのか、参考までに

お聞かせいただければと思います。 

 以上です。 

○田中移動通信企画官 林先生、ありがとうございます。林先生を含めて、電

波監理審議会の先生方からも、周波数帯別のトラヒックを見ないと適切な評価

はできないのではないかという御指摘をいただいておりました。他方で、まさ
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に林先生がおっしゃったとおりで、各事業者ごとに基地局採用装置を造ってい

るベンダーが異なっていることから、とりわけその取り方、トラヒックをどう

やって取っていくのかというのが問題でしたし、さらに言えば、複数の搬送波、

複数の周波数帯を束ねて一つのサービスを行っているので、キャリアアグリゲ

ーションを実施しているということから、ではその結果発生したトラヒックは

どこ由来のものなのかというのは本当に分かるのかという課題がございました。 

 そちらにつきましては、私ども移動通信課の下で、携帯電話事業者、全国Ｂ

ＷＡ事業者の参画を得て検討を行いまして、コアネットワーク側でデータトラ

ヒックを取得してしまうと、複数の搬送波、複数の周波数帯域由来のものを分

計することが困難であるということから、基地局サイドのほうで取ればいいで

はないですかということになりました。その際にも、その付加情報、データの

中身そのものというよりは、その制御のための信号とか、そういったもののデ

ータがつく、つかないとか、そういった課題があったんですけれども、こちら

につきましては、一定の補正をすれば横比較に堪えられるのではないかという

ことになりまして、各社合意できたので、今回初めて周波数帯別のトラヒック

を取ることができたということでございます。 

 ９１ページ目に課題として書かせていただいておりますけれども、まさに（３）

のところに「各種付加情報等の有無の影響の補正等を含む評価方法について、

引き続き検討を行う」という課題を書かせていただいております。今後は、こ

の周波数帯別のトラヒックの状況というのが、今、今通常国会で電波法改正法

案を御審議いただいておりまして、こちらの改正法が施行された暁には、周波

数再編の契機につながるということでございまして、かなり携帯電話事業者、

全国ＢＷＡ事業者にとってみると強い関心を持っている事項だと思いますので、

この影響の補正の在り方については、引き続き検討が必要と書かせていただい

ているところでございます。 
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 林先生、回答になっておりますでしょうか。よろしくお願いいたします。 

○林委員 ありがとうございました。 

できない理由や細かなテクニカルな理由を挙げて断念するのではなく、今回

のように果敢に課題を克服する姿勢はとても大事だと思いました。丁寧に説明

いただきまして、よく理解できました。 

○日比野会長 よろしいでしょうか。 

 矢嶋委員、何かございますでしょうか。 

○矢嶋委員 諮問事項については、異議はございません。 

 ただ、今後その調査結果を生かした形でいろいろとまた施策を進めていくと

思うんですが、具体的に１点お聞きしたい点としてが、ＭＶＮＯに対するサー

ビス提供の調査結果のところで、全般的には必ずしも十分には進んでいない状

況と理解しております。これはどこに原因があるのかというところで、需要が

まだ発掘できていないのか、需要はあるけれどもうまくマッチングできていな

いのか、その原因というのはどこにあるのかということについて、現在、御担

当の課におかれて把握されて、ないしは御理解されていることをお聞きできれ

ばと思います。よろしくお願いいたします。 

○田中移動通信企画官 ありがとうございます。特にＭＶＮＯの携帯電話事業

者の、平成３１年４月に５Ｇの最初の割当てを行ったときに、ＭＶＮＯの事業

者の数とその契約者の数というのは比較審査の対象となっておりました。その

関係で各社、今後５年間のＭＶＮＯとしての自社ネットワークの活用というも

のをどう図るべきかということを考えた結果、それぞれ各社が開設計画で書い

てきていて、それを毎年度、あるいは四半期報告についても、３か月に一回、

私どもも報告を受けた上で確認させていただいている状況でございます。その

結果、今回ＮＴＴドコモと楽天モバイルにつきましては、彼らの定めた開設計

画値を下回る結果になってしまったということだと思います。開設計画を平成
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３１年４月に定めたときとかなり経営環境も異なっているということもあるな

と思いますけれども、こちらにつきましては開設計画で自ら書いた数値でござ

いますので、それが遵守されるよう、引き続き私どもとしては厳正に対処して

いくということになると思います。 

 答えになっていますでしょうか。よろしくお願いいたします。 

○矢嶋委員 数だけの調査ということになりませんでしょうか。実態は、なか

なか調査結果の数字だけからは出てこないのかなとも思ったんですけれども。 

○田中移動通信企画官 四半期報告では、単純にＭＶＮＯの数と契約者数だけ

でなくて、どのように提供しているんですかというのも併せてお聞きしており

ます。 

○矢嶋委員 分かりました。ＭＶＮＯの需要の開拓といったところはまた別に

話すことかなという気もいたしますので、今回の諮問事項そのものについては

特に異存ございません。質問は以上となります。ありがとうございました。 

○日比野会長 最後に日比野ですけれども、本諮問事項は大変結構かと思いま

す。過去、当審議会でも要望のあった、周波数帯別のトラヒックを評価指標に

加えましょうというのが今回実現していて、これは大変いい進歩だと思います。

今後も、より実態を反映した適切な評価手法の確立に向けた不断の努力を期待

したいなと思います。 

 以上です。よろしくお願いします。 

 それでは、よろしいでしょうか。あと、特になければ採決に入りますが、諮

問第１４号は、諮問のとおり評価することが適当である旨の答申を行いますが、

皆さん、よろしいでしょうか。 

○長田委員 はい、結構です。 

○林委員 賛同いたします。 

○矢嶋委員 賛同いたします。 
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○日比野会長 ありがとうございます。それでは、原案どおり決することとい

たします。ありがとうございました。 

○田中移動通信企画官 ありがとうございました。失礼いたします。 

○日比野会長 それでは、お疲れさまでした。ありがとうございます。 

 

報告事項（総合通信基盤局） 

 

令和３年度電波の利用状況調査の評価結果（案） 

 

○日比野会長 それでは、続きまして、報告事項、令和３年度電波の利用状況

調査の評価（案）につきまして、荻原電波政策課長から説明をお願いいたしま

す。 

○荻原電波政策課長 ありがとうございます。報告事項であります令和３年度

電波の利用状況調査の評価（案）について御説明いたします。 

 今、移動通信課から携帯電話の評価について説明がございましたけれども、

本件につきましては、携帯電話以外の無線システムが評価対象となっておりま

す。 

 早速ですが、報告資料２ページ目を御覧いただければと思います。電波の利

用状況調査の評価に関して第三者のチェックを設けるという観点で、評価案の

意見募集を行う前に、電波監理審議会に御報告させていただくものでございま

して、本日の報告はこれに相当いたします。 

 今後のスケジュールといたしましては、調査結果を公表いたしまして、評価

案について意見募集を行うことになります。最終的には７月開催の電波監理審

議会に意見募集の結果も含めて諮問させていただきまして、答申をいただけれ

ば、評価結果を最終的に確定ということで、公表してまいりますということで
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ございます。 

 ３ページ目を御覧ください。令和３年度の調査の概要となっております。冒

頭にございますように令和３年度の調査は７１４ＭＨｚ超が対象となっており

ます。また、令和３年４月１日現在の無線局数は約９５.８万局、免許人数は約

１５.４万者となっております。調査方法としましては、中段辺りに３つ枠がご

ざいますけれども、PARTNER調査、調査票調査、それから発射状況調査という形

で実施しております。 

 ４ページ目を御覧ください。調査スケジュールになります。昨年の８月に免

許人に調査票を送付いたしまして、回収後に集計・分析、評価案の作成を行っ

ております。評価案については、全国と１１の各総合無線通信局単位で作成を

行っております。 

 ５ページ目を御覧ください。これは電波の特性と利用形態を表したものでご

ざいまして、説明は省略させていただきます。 

 ６ページ目は主な電波利用システムということで、こちらも説明は省略させ

ていただきます。 

 ７ページを御覧いただきたいんですけれども、これまではこういった資料は

つけておりませんでしたが、今回、参考のために、令和３年度調査の各周波数

帯の評価のポイントを一覧できるような資料をまとめまして、御参考のために

つけております。具体的な調査結果や評価結果の内容については、次のページ

以降に、これは毎回同じような形でやらせていただいておりますけれども、周

波数帯ごとにまとめておりますので、そちらで説明をさせていただきます。 

 次に、８ページ目を御覧ください。ここから周波数帯ごとの評価になります。

まず７１４ＭＨｚ超９６０ＭＨｚ以下の帯域でございます。この帯域は、８０

０ＭＨｚ帯のＭＣＡの陸上移動通信システムが全体の７８.４４％を占めてお

ります。また、平成３１年には高度ＭＣＡシステムの制度整備が行われまして、
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令和３年４月からサービスを開始しているという状況です。 

 評価結果のポイントを御覧いただきたいんですけれども、８００ＭＨｚ帯の

ＭＣＡは今後、高度ＭＣＡに移行していくことと想定されますので、この早期

移行を促進するとともに、現行のシステムの跡地について、新しい無線システ

ムの導入に向けた技術的条件の検討を進めることが適当であるとしておりまし

て、本周波数区分としては、おおむね適切に利用されているとまとめておりま

す。 

 ９ページ目を御覧ください。９６０ＭＨｚ超１.２１５ＧＨｚ以下の周波数

帯になりますが、この帯域は主に航空交通管制用レーダービーコンシステム、

それから航空用ＤＭＥ／ＴＡＣＡＮシステム等に利用されています。 

 評価結果のポイントですけれども、ＩＴＵにおいて航空バンドとして分配さ

れている帯域でございまして、局数については大きな変化はございませんで、

全体としては適切に利用されているという評価とさせていただいております。 

 続いて１０ページ目を御覧ください。１.２１５ＧＨｚ超１.４ＧＨｚ以下の

周波数帯になります。この帯域は、１.２ＧＨｚ帯のアマチュア無線、それから

特定ラジオマイク等のシステムが共用しております。 

 評価結果のポイントですけれども、１.２ＧＨｚ帯の映像ＦＰＵと公共業務

用の無線局につきましては、場所・時間を考慮した動的な周波数共用の仕組み

も本格運用される見込みであるということを踏まえまして、おおむね適切に利

用されているとしております。 

 それから、１１ページ目を御覧ください。１.４ＧＨｚ超１.７１ＧＨｚ以下

の周波数帯です。ここは主にイリジウム、インマルサット、それからスラヤと

いった衛星関係の無線局が占めております。 

 評価結果のポイントですけれども、国際的な動向や利用ニーズを踏まえます

と、衛星通信システムの利用用途の拡大が進んでおりまして、評価としては、
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適切に利用されているとまとめております。 

 それから、１２ページ目を御覧ください。１.７１ＧＨｚ超２.４ＧＨｚ以下

の周波数帯になります。この帯域は、公衆ＰＨＳサービスが全体の９８.４１％

を占めておりますけれども、令和５年３月でサービスが終了しますので、減少

傾向にございます。一方で、準天頂衛星システムでございますが、サービスの

普及拡大によって局数が３局から６７１局と大きく増加しております。 

 評価結果のポイントですけれども、公衆ＰＨＳサービスの終了に伴いまして、

同帯域を利用しているデジタルコードレス電話について、周波数拡張あるいは

高度化など、ＰＨＳが終わった後の有効利用方策を取りまとめていくというこ

とが適当であるとしておりまして、周波数の区分としては、適切に利用されて

いるとしているところでございます。 

 次に、１３ページでございますけれども、２.４ＧＨｚ超２.７ＧＨｚ以下の

帯域になります。ここは、地域広帯域移動無線アクセスシステムが７４.２％を

占めておりまして、社会的貢献性を踏まえて、おおむね適切に利用されている

としております。 

 また、新たな携帯電話用周波数の確保に向けまして、２.６ＧＨｚ帯の衛星移

動通信システムの利用形態を踏まえて、平時と災害時のダイナミック周波数共

用の適用ということについても検討することが適当であるとしております。 

 次、１４ページになります。２.７ＧＨｚ超３.４ＧＨｚ以下の帯域ですけれ

ども、ここは３ＧＨｚ帯の船舶レーダーが９１.６６％ということで、無線局数

の増減はほぼ横ばいです。 

 評価結果のポイントとしましては、国際的な周波数割当てとの整合性が重要

でございまして、評価としては、おおむね適切に利用されているとしておりま

す。 

 １５ページ目でございますけれども、３.４ＧＨｚ超４.４ＧＨｚ以下の帯域
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です。ここは、航空機電波高度計が８５.４４％を占めておりまして、評価結果

のポイントのところを御覧いただきますと、平成３１年１月に携帯電話への割

当てに伴う周波数再編が行われたこと、それから３.４ＧＨｚ帯のＳＴＬ／Ｔ

ＴＬ／ＴＳＬ、それから放送監視制御システムにつきまして、令和３年１２月

時点において周波数移行が完了していることを踏まえまして、適切に利用され

ているとしているところでございます。 

 次に、１６ページ目でございますけれども、４.４ＧＨｚ超５.８５ＧＨｚ以

下の周波数帯でございます。ここは、５ＧＨｚ帯の無線アクセスシステムの登

録局が４９.９３％を占めておりまして、評価結果のポイントのところを御覧

いただきますと、５ＧＨｚ帯の気象レーダーについて、この帯域で狭帯域化に

取り組んでおりまして、周波数の有効利用が図られているということで、おお

むね適切に利用されているとしております。 

 先ほど申し上げた５ＧＨｚ帯の無線アクセスシステムでございますけれども、

４.９ＧＨｚ帯を利用しておりますが、既存無線システムとの共用、移行あるい

は再編を含めて、移動通信システムをここに導入していく可能性について検討

することが適当であるとしているところでございます。 

 １７ページ目を御覧ください。５.８５ＧＨｚ超８.５ＧＨｚ以下でございま

すけれども、ここは主に電通業務、公共業務、一般業務用として、携帯電話の

中継、あるいは電力の安定供給、あるいは非常時における災害報道・避難情報

の提供等で利用されているものでございます。 

 評価結果のポイントですけれども、本周波数区分については、社会的貢献性

が高い利用のされ方でございまして、おおむね適切に利用されているというこ

とでございます。 

 一方、６.５ＧＨｚ帯の電気通信業務あるいは公共業務、一般業務システムに

ついては、無線ＬＡＮとの共用検討も踏まえつつ、引き続き高度化を促してい
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く必要があるとしております。 

 また、６ＧＨｚ帯では、無線ＬＡＮの周波数帯域の拡張について検討が進め

られておりますが、それについては、既存システムに十分配慮することが適当

であるとしております。 

 次に、１８ページ目を御覧ください。８.５ＧＨｚ超１０.２５ＧＨｚ以下の

周波数帯です。この帯域につきましては、船舶航行用レーダーが全体の８３.８

３％を占めているということで、こちらは、国際的な周波数割当てとの整合性

が重要になってまいります。評価としては、おおむね適切に利用されていると

しております。 

 一方、ゲリラ豪雨等の迅速な観測に対応するということで、９.７ＧＨｚ帯と

９.４ＧＨｚ帯で気象レーダーに関する技術的条件の検討が進められておりま

す。また、加えまして、沿岸監視レーダーについても、周波数帯域の拡張に係

る検討を行うことが適当としております。 

 １９ページ目を御覧ください。１０.２５ＧＨｚ超１３.２５ＧＨｚ以下でご

ざいますが、こちらは、電気通信業務、公共業務、一般業務用の固定無線シス

テム、それから映像ＦＰＵと映像ＳＴＬ／ＴＴＬ／ＴＳＬ等で利用されていま

す。 

 評価結果としましては、衛星コンステレーションを使用する新しいシステム

の導入において、固定無線システムとの周波数共用を図ってきているなど、適

切に利用されているということでございます。 

 それから、２０ページ目でございますけれども、１３.２５ＧＨｚ超２１.２

ＧＨｚ以下でございますけれども、この帯域は、衛星アップリンクが全体の６

３.５７％を占めているということでございます。また、アナログ方式を用いる

公共業務用の１５ＧＨｚ帯のヘリテレ画像伝送システムでは全体の約７割の免

許人がアナログ方式を使用しているという状況でして、ヘリサットへの移行計
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画について、ほとんどの免許人は「更改予定なし」となっております。 

 評価結果のポイントですけれども、１１ＧＨｚ帯、１５ＧＨｚ帯、１８ＧＨ

ｚ帯の固定通信システムの高度化が行われているということと、衛星コンステ

レーションを使用する新しいシステムの導入に向けて、固定無線システムとの

周波数共用がしっかり図られているということで、おおむね適切に利用されて

いるとしているところでございます。 

 一方で、先ほど申し上げましたアナログ方式の１５ＧＨｚ帯のヘリテレシス

テムですけれども、機器更改の機会を捉えて、免許人には積極的にデジタル化

を働きかける必要があるとしております。 

 それから、２１ページ目です。２１.２ＧＨｚ超２３.６ＧＨｚ以下の周波数

帯です。この帯域は、２２ＧＨｚ帯のＦＷＡ、それから２２ＧＨｚ帯の電気通

信業務用のシステムについては、光ファイバーへの代替あるいは事業の縮小、

廃止等によりまして、無線局数が減少しております。平成２７年度調査時の２

割程度になっているという結果でございます。 

 評価結果のポイントですけれども、携帯電話の中継とかエントランス回線、

それから公共放送の番組伝送で利用されているわけですけれども、社会的貢献

性が高く、おおむね適切に利用されているとまとめております。 

 なお、この帯域は、ほかのＩＭＴ、移動通信関係の候補周波数帯における周

波数再編の際に、既存システムの移行先の受皿の周波数帯として可能性を検討

していく必要があるということを付け加えさせていただいております。 

 それから、２２ページ目でございます。２３.６ＧＨｚ超３６ＧＨｚ以下でご

ざいますけれども、この帯域は、令和元年１２月に導入されましたローカル５

Ｇですが、これは前回調査時はゼロ局だったわけですけれども、８８局に増加

しているということでございます。また、２５.２５ＧＨｚ帯から２７ＧＨｚ帯

は、３ＧＰＰが策定する携帯電話用の国際標準バンドになっておりまして、２
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６ＧＨｚ帯ＦＷＡの周波数の利用状況あるいは運用形態を踏まえまして、ダイ

ナミックな周波数共用の適用を念頭に、終了促進措置の活用も含めて、周波数

再編について検討を行うこととされております。 

 評価結果のポイントとしましては、今後さらにローカル５Ｇは特に増加が予

想されておりまして、おおむね適切に利用されているとまとめております。 

 それから２３ページ目、３６ＧＨｚ超の周波数帯になります。この帯域は、

画像伝送、それからデータ伝送で利用されているわけですけれども、評価結果

のポイントのところを御覧いただきますと、携帯電話の通信確保や公共放送の

ほか、災害時における被災状況の把握あるいは通信確保等で利用されていると

いうことで、おおむね適切に利用されているということでまとめております。 

 一方、滑走路面異物検知レーダーについては、早期に技術的条件について検

討を開始することが適当であるということ。それから、４０ＧＨｚ帯の画像伝

送システム、４０ＧＨｚ帯の固定マイクロ、３８ＧＨｚ帯の無線アクセスシス

テムについては、廃止または移行、あるいは周波数共用の検討を進めることが

望ましいとしております。 

 以上が周波数帯ごとの評価結果でございまして、次、２４ページは、公共業

務用無線局のフォローアップといいますか、現状についてまとめております。

こちらは、デジタル変革時代の電波政策懇談会におきまして、昨年８月に取り

まとめが行われていますけれども、検討対象となっておりました国の公共業務

用システムについて、廃止あるいは周波数共用、デジタル化の進捗を当面毎年

フォローアップするように提言が出されておりまして、それに沿って今回も取

りまとめているということですが、７１４ＭＨｚ超の帯域におけるフォローア

ップ対象システムについて、無線局免許人の数と無線局数の推移をまとめたも

のでございます。 

 ２５ページは、今回の調査の全体的なデータをまとめたものでございます。 
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 ２６ページを御覧ください。２６ページからは重点調査の評価案となってお

ります。 

 令和３年度、今回は重点調査としては大きく２つのシステムを選定しており

ます。１つが１.２ＧＨｚ帯の画像伝送ということでございまして、周波数再編

アクションプランにおいて２.４ＧＨｚ帯、５.７ＧＨｚ帯に早期移行を図ると

されていることから、今回調査対象としております。 

 なお、調査票調査では、令和３年度時点において移行計画を定めていない免

許人が７割超という状況でございました。 

 評価ですけれども、右側の緑のところを御覧いただきますと、デジタル方式

の無人移動体画像伝送システムへ早期移行を図るとしておりますけれども、移

行計画を定めていない免許人が多いということで、無線局を新たに開設できる

期限を設定することについて検討するということとともに、免許人に移行計画

の策定を促す必要があるとまとめております。 

 ２つ目が、映像ＦＰＵのＣバンドとＤバンドのシステムになります。下のほ

うの枠になりますけれども、周波数再編アクションプランでは、これらのシス

テムは、諸外国における検討状況を踏まえて、無線ＬＡＮの６ＧＨｚ帯への周

波数帯域の拡張に係る技術的条件について検討するとされておりまして、令和

４年４月に情報通信審議会において一部答申を受けたところでございます。 

 データでございますけれども、調査の結果、年間の電波の発射日数がゼロ日

の無線局が全体の２割程度あるということ、あるいはほぼ毎日利用している局

は１０％未満であったということです。 

 必要に応じて御覧いただければと思いますが、３０ページの右上のグラフを

御覧いただきますと、Ｃバンドのシステム、それからＤバンドのシステム、い

ずれもチャネルの使用の密集度に偏りが見られるかと思います。 

 これを踏まえて評価ということになるのですけれども、恐れ入りますが、２
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６ページに戻っていただきますと、特定のチャネルに密集度の偏りが見られま

して、相対的に密集度の低い集計区分が結構あるということで、チャネルを効

率的に使用するための方策を幅広く検討していくことが考えられるのではない

かということでまとめています。その上で、無線ＬＡＮの６ＧＨｚ帯への周波

数拡張に係る技術的条件について検討を進めていくことが望ましいとまとめて

おります。 

 ２７ページ以降は、この重点調査対象システムの具体的な調査について詳細

を記載しているのですけれども、時間の関係で説明は省略させていただきたい

と思います。 

 以上が、令和３年度電波の利用状況調査の評価（案）の概要でございます。

長くなりましたけれども、説明は以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○日比野会長 ありがとうございました。 

 それでは、本件につきまして、御意見、御質問等ございますでしょうか。 

○笹瀬代理 笹瀬です。よろしいでしょうか。 

○日比野会長 笹瀬代理、お願いします。 

○笹瀬代理 荻原課長、どうもありがとうございました。非常に分かりやすい

表になっております。特に７ページ目、ありがとうございました。 

○荻原電波政策課長 ありがとうございます、アドバイスをいただきまして。 

○笹瀬代理 これで見ると、、地域の広帯域移動無線アクセスがかなりうまく

移行しているというか、増えてきているので、こういうものをまとめて書いて

いただくと、７００ＭＨｚから９６０ＭＨｚで、８００ＭＨｚのところが減っ

ているということがよく分かります。なお、６万４,０００局から１６万５,０

００局に増えて、今後３年間でもかなりの数が移るんでしょうか。増えると書

いてありますけれども、これは帯域は１００ＭＨｚぐらいあるんですよね。 
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○荻原電波政策課長 そうですね。 

○笹瀬代理 十分これで増えても賄い切れるという予想でいいんですね。 

○荻原電波政策課長 当面は問題ないかと認識しております。 

○笹瀬代理 そうすると、逆に言うと、これがあると、その跡地というんです

かね、移った８００ＭＨｚの前後のところはうまくできるという理解でよろし

いですか。８００ＭＨｚのところは、これもＭＣＡは減っていますよね。 

○荻原電波政策課長 はい、そうです。 

○笹瀬代理 これはまだそうすぐではないと思うんですけれども、高度ＭＣＡ

に移行が進んでいくと、ここはいずれ空くようになるということで、この跡地

に関しては無線をどのように入れるかについては、これは技術検討が適当であ

ると書いてあって……。 

○荻原電波政策課長 そうです。 

○笹瀬代理 これは多分、プラチナバンドに近いので……。見ているのは７ペ

ージでも結構です。 

○荻原電波政策課長 ７ページでございますね。 

○笹瀬代理 多分、今は携帯にしても、もしくは生産ネットワーク系にしても、

この８００ＭＨｚというのはプラチナバンドに近いので、非常に皆さんは欲し

いところですよね。 

○荻原電波政策課長 実は、このＭＣＡの上りと下りの周波数がございますけ

れども、その周波数の幅が３ＧＰＰで携帯電話で決めております上りと下りの

周波数の幅と違っておりまして、そのまま携帯電話に空いた周波数を使うとい

うのは難しい状況になっています。ですので、ここに書いてございますように、

新しい、ほかの用途といったものがないかということで、技術検討が進められ

てきているところです。 

○笹瀬代理 なるほど。分かりました。このように一つの表にまとめていただ
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くと、ぱっと見たときによく分かるので、いいと思います。ありがとうござい

ました。ここはかなり詳しく書かれているので、評価のポイントと、それから

特徴で、このまとめ方は非常にいいと思います。 

 以上です。 

○荻原電波政策課長 ありがとうございます。 

○日比野会長 それでは続いて、長田委員、何かございますか。 

○長田委員 お勉強をさせていただきましたという感じでして、特にございま

せん。ありがとうございます。 

○日比野会長 ありがとうございます。 

 林委員はいかがでしょう。 

○林委員 はい、ありがとうございます。これも評価結果について異論はなく、

一覧もあってわかりやすくなっていると思いました。１点コメントですが、今

回お調べになった帯域での利用状況調査は、もちろん今回が初めてではなく、

例えば平成３０年度も今回と同じ帯域で同様の利用状況調査がなされていると

承知していますが、そのときの評価結果と今回の評価結果では、かなり評価結

果のポイントの置き所に差異がございます。まさにそのことが、電波利用の発

展形態を示していると私は思うのですが、その上で意見としては、評価につい

て、年度ごとの、その時点での、いわば「点」の評価だけではなくて、前回の

評価結果がどのように改善され、どの点が現在も課題として積み残されている

といった、時間軸を横軸にとったときのいわば「線」の評価もあると、利用状

況の経年変化が分かって、より鮮明に、電波利用の発展段階の推移が理解でき

ると思った次第です。要は「点と線」の両面での評価があればよりありがたい

と思ったのですが、いかがでしょうか。 

○荻原電波政策課長 そうですね。内容によっては、これは概要資料でござい

まして、全体的な厚い報告書のほうにはある程度触れている部分もあるんです
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けれども、確かに先生がおっしゃっていることはとても重要で、その時点での

評価結果に合わせて、必要なところは、トピック的に意味があるようなところ

は、過去からの調査結果の変化といいますか、状況の移り変わりというものを

御紹介できるようにまとめたほうが親切かなと、お話を聞いて感じました。次

回まとめる際には、そういったことも取り入れられるかどうかということも、

工夫していきたいなと思いました。ありがとうございます。 

○林委員 ありがとうございます。まさに工夫の話でございまして、ポンチ絵

などにもちょっとその辺り、工夫していただけると、我々などは非常に勉強に

なると思いますので、よろしくお願いいたします。 

○荻原電波政策課長 ありがとうございます。 

○日比野会長 矢嶋委員、何かございますでしょうか。 

○矢嶋委員 調査結果の御報告、御説明、ありがとうございます。私からは特

段、追加のコメントとか御質問はございません。よろしくお願いいたします。 

○日比野会長 最後に日比野です。２４ページの「公共業務用無線局の現状」

を見ると、これはまだ令和３年度の４月１日現在ということなので当然かもし

れませんが、廃止の方向であるところも、無線局数が一部減っているところも

ありますが、まだあまり大きな動きになっていないようです。これは令和４年

度以降に進捗するという理解でよろしいですよね。 

○荻原電波政策課長 おっしゃっていただいたとおりで、電波政策懇談会の取

りまとめは昨年の８月にいただいて、これからフォローアップをしっかりして

いただきながらデジタル化等を進めていくということになりますので、効果が

数字に表れてくるのは令和４年度以降ということになろうかと思っています。 

 その中でも、上から２つ目の１.２ＧＨｚ帯の画像伝送用無線局については、

米印で注釈をつけておりますけれども、今、令和３年４月１日現在の数字を載

せているのですが、実はこのシステムに関しては令和３年度中にもう既に廃止
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済みということもございます。最新のデータは今回以降の利用状況調査でも御

紹介していきたいと思っています。 

○日比野会長 分かりました。今年度以降、電波の有効利用に向けた取組を引

き続きしっかりとリードしていただければと思います。 

○荻原電波政策課長 ありがとうございます。 

○日比野会長 よろしくお願いします。 

 あとはよろしいでしょうか。 

 それでは、本報告事項につきましては終了したいと思います。 

 荻原課長、ありがとうございました。 

○荻原電波政策課長 ありがとうございました。 

○日比野会長 以上で総合通信基盤局の審議を終了いたします。 

 総合通信基盤局の職員は退出をお願いいたします。 

（総合通信基盤局職員退室） 

 

閉    会 

 

○日比野会長 ３月の審議会におきまして総務省より報告がございました「電

波法及び放送法の一部を改正する法律案」につきまして、現在、国会で御審議

いただいているところと承知しております。この法律案では、電波監理審議会

が電波の有効利用評価を行うことがその内容に盛り込まれておりまして、また、

審議会は、この法律案の施行日前に有効利用評価の方針を定めて公表を行うこ

とができるということになっております。つきましては、評価方針の素案につ

いて、笹瀬会長代理と林委員にて御検討いただけないかと考えておりますが、

いかがでございましょうか。会長代理、いかがでしょう。 

○笹瀬代理 笹瀬です。了解です。よろしくお願いします。 
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○日比野会長 ありがとうございます。 

 林委員、いかがでしょうか。 

○林委員 かしこまりました。微力を尽くしたいと存じます。 

○日比野会長 よろしくお願いします。 

 それでは、評価方針の素案について、笹瀬会長代理と林委員に御検討いただ

くようお願いいたします。また、検討に際しましては、当然のことながら、事

務局の協力をよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日はこれにて終了といたします。答申した旨の通知につきまし

ては、所定の手続によって事務局から総務大臣宛て提出してください。 

 なお、次回の開催は、令和４年６月１５日水曜日の１５時からを予定してお

ります。 

 それでは、以上で本日の審議会を閉会といたします。ありがとうございまし

た。 

 

 


